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自己株式の消却に関するお知らせ 

（会社法第 178 条の規定に基づく自己株式の消却） 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 178 条の規定に基づく自己株式の消却について決

議しましたので、下記のとおりお知らせします。 

 なお、本自己株式の消却は、2025 年 11 月 19 日付で東京証券取引所の自己株式立会外買付取引

（ToSTNeT-3）により取得した自己株式の全数を対象としています。 

 

記 

 

１．消却する株式の種類 当社普通株式 

２．消却する株式の総数 6,292,200株 

（消却前の発行済株式総数に対する割合 13.40％） 

３．消却予定日 2026年５月29日 

 

（ご参考） 

消却後の株式の状況： 

（１）発行済株式総数 40,664,000株 

（２）自己株式数 3,789,613株 

   注：上記株式数は、2026 年３月 31 日時点の発行済株式総数及び自己株式数を基準に算出しています。 

 

以 上 

会 社 名 マ ク セ ル 株 式 会 社 

代 表 者 名  取 締 役 社 長 中 村 啓 次 

 （コード番号：6810 東証プライム） 

問 合 せ 先 
コーポレート・コミュニケーション本部 

広報・IR 部 

 （TEL.03-5715-7061） 


